
太宰府市屋外広告物等に関する制度の手引き 

福岡県太宰府市 



＊窓ガラス等の内側から屋外の公衆に向けて表示する広告物

　太宰府市では、「百年後も『古都太宰府の風景』が映えるまち」を目指し、景観法に基づく「太宰

府市景観計画」の制定（平成２２年）、「太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例」の施行（平成

２３年）によって、建築物の外観の色彩誘導や緑化推進等を行ってきました。

　一方、景観を構成する要素のひとつである屋外広告物については、福岡県内全域を対象とした「福

岡県屋外広告物制度」のもと、公衆に対する危害防止や美観風致の維持の観点から、禁止事項や屋

外広告物の大きさ等に関する規定、管理義務等を運用してきました。福岡県屋外広告物制度におい

ては形態意匠や色彩に関する事項を定めていないことから、本市固有の景観を守り育てるために、

屋外広告物に関する景観誘導の取組みを求める声が数多く寄せられてきました。

　そこで本市では、平成 29 年に従来の福岡県屋外広告物制度の内容に景観誘導に関する事項を盛り

込んだ「太宰府市屋外広告物等に関する制度」を制定し、平成 31 年、令和 3年に見直しを行いまし

た。本制度では、政庁通り、太宰府天満宮参道などの歴史的通り沿いに重点地区である「広告物景

観育成地区」を設定するとともに、福岡県屋外広告物制度では制限のない特定屋内広告物 *  に関す

る事項も定めています。この手引きは、本制度の概要を解説したものです。

　本市の歴史と緑豊かなまちなみに調和した広告物景観を育てていくため、皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。







社

史跡地の範囲 ・制限の詳細は

文化財課にお尋ねください。

また、 地面を掘削する独立広

告物等を設置する場合は事前

に文化財課への申請が必要な

場合があります。

地区判断は必ず
お問い合わせください



上述の各広告物と同じ基準です。

（案内誘導に必要な文言・図案に限った非自家用広告物）

表示 ・設置不可

※1つの施設・場所あたり ※1つの施設・場所あたり ※1つの施設・場所あたり





許可申請

★非自家用広告物はどの地域においても必ず市への許可申請手続きが必要です。
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